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鈴鹿工業高等専門学校専攻科の修了認定に関する規則 

 

（趣旨） 
第１条 独立行政法人国立高等専門学校鈴鹿工業高等専門学校専攻科（以下「専攻科」という。）の

修了認定に関する事項は、この規則の定めるところによる。 
 （修了認定） 
第２条 専攻科の修了認定は、別に定める学習・教育到達目標の達成度評価基準を満たしている者の

うち、独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校学則（平成16年学則第１号。）第

４条第４項に規定する主たるコース（以下「主コース」という。）を修了した者に対して行う。主

コースの修了認定は、専攻科に２年以上在学し、次表に定める単位数を修得している者に対して行

う。 

 区    分 修得単位数     備          考    

 

 

   

   

   

   

   

   

教養科目 必修  ８単位  

選択  ２単位 

コース共通科目 必修  14単位  

選択  ２単位 

コース展開科目 

 

必修  18単位  

コース必修  ２単位 

選択必修（コ

ース選択必

修を含む。） 

 ８単位 

 

選択必修（コ

ース選択必

修を含む。）

選択（コース

選択を含

む。） 

 ８単位以上 

（教養科目及

びコース共通

科目の選択を

含む。） 

独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高専

専門学校専攻科授業科目の履修及び単位修得に関

する規則(平成16年規則第20号。以下「専攻科授業

科目の履修及び単位修得に関する規則」という。）

第11条第1項に規定する授業科目について、８単位

を限度としてコース共通科目として認定すること

ができる。 

合   計   62単位以上  

 

第３条 主コース以外のコースの修了認定は、前条の規定を満たす者のうち、専攻科授業科目の履修

及び単位修得に関する規則第12条に規定する授業科目を8単位修得している者に対して行う。 

第４条 第２条及び第３条の修了認定は、専攻科の授業科目担当教員で組織する修了認定会議の意見

を聞いて、校長がこれを行う。 



 

 

第５条 校長は、第２条の規定を満たす者に対し、所定の修了証書を授与する。 

 

   附 則 
この規則は、平成24年２月６日から施行する。 

   附 則 
この規則は、平成28年２月25日から施行し、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

 １ この規則は、平成29年４月１日から施行する。 
 ２ 改正後の規則は、平成29年度専攻科入学生から適用し、平成28年度以前専攻科入学生について

は、なお従前による。 


